
内
閣
衆
質
一
五
二
第
五
号

平
成
十
三
年
九
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
Ｆ－

�
型
機
機
関
砲
誤
発
射
事
故
を
め
ぐ
る
防
衛
庁
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

五

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
Ｆ－

�
型
機
機
関
砲
誤
発
射
事
故
を
め
ぐ
る
防
衛
庁
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

本
年
六
月
二
十
五
日
に
発
生
し
た
Ｆ－

�
型
機
の
機
関
砲
誤
発
射
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

防
衛
庁
に
お
い
て
関
連
す
る
情
報
を
防
衛
記
者
会
に
対
し
説
明
す
る
等
適
時
適
切
な
情
報
の
公
開
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
今
後
と
も
そ
の
よ
う
な
対
応
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

本
件
事
故
に
関
し
て
防
衛
庁
が
防
衛
記
者
会
へ
行
っ
た
情
報
の
提
供
の
う
ち
主
な
も
の
の
日
時
と
内
容
は
、
別
表
の
と
お

り
で
あ
る
。
ま
た
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
本
件
事
故
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
航
空
自
衛
隊
第
二

航
空
団
か
ら
随
時
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
に
対
し
て
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
本
年
六
月
二
十
七
日
に
本
件
事
故
の
概
要
に
関

す
る
資
料
を
提
出
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
防
衛
庁
に
お
い
て
当
該
資
料
の
存
否
を
確
認
す
る
等
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
に
必

要
な
時
間
を
要
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
の
提
出
に
係
る
事
務
は
防
衛
庁
運
用
局
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
局
の
局
長
は
北
原
巌
男
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
が
管
理
す
る
行
政
文
書
で
あ
っ
て
防
衛
庁
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
防
衛
庁
訓
令
第
七
十
四
号
）
で
定
め
る

保
存
期
間
が
満
了
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
に
移
管
す
る
も
の
等
を
除
き
、
そ
の
内
容
に
応
じ
適
切
に
廃
棄
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
職
務

の
遂
行
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、一
定
の
期
間
を
定
め
て
当
該
保
存
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
防
衛
庁
に
お
け
る
部
内
資
料
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
二

年
十
二
月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
一
四
号
）
別
紙
一
か
ら
別
紙
四
ま
で
に
記
載
し
た
刊
行
物
並
び
に
「
監
督
・
完
成
検

査
申
請
書
に
お
け
る
電
子
情
報
化
の
調
査
・
検
討
」
及
び
「
国
内
外
の
防
衛
関
連
科
学
技
術
の
調
査
研
究
（
フ
ァ
ジ
ィ
＆
ニ

二



ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
）
報
告
書
」
と
題
す
る
資
料
に
関
す
る
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
刊
行
物
又
は
資

料
の
中
に
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
よ
う
に
公
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
事
項
を
収
録
し
て
い
る
も
の

も
あ
る
が
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

三



四


